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厚生委員会 県外調査概要

日 時： ①令和４年１１月１０日（木） １４：００～１６：００

②令和４年１１月１１日（金） １０：００～１１：００

場 所： ①富山県薬事総合研究開発センター

（センターの担う役割やあり方、医薬品産業の振興や人材育成に向けた

地方創生の取組などについて）

②富山県社会福祉協議会

（ケアネット活動について）

１ 富山県薬事総合研究開発センター

【調査目的】

センターの担う役割やあり方、医薬品産業の振興や人材育成に向けた

地方創生の取組などについて

【調査概要】

センター２階大会議室にて、「センターの担う役割やあり方、医薬品産業の振興や人

材育成に向けた地方創生の取組など」について概要説明を受け、質疑応答及び施設見学

を行った。

＜概要説明＞

①富山県の医薬品産業について

＜富山県の医薬品製造業の現状＞

富山県は、豊かな水資源と安価な電力があるため、重化学工業が発達している。

産業中分類別出荷額（令和元年データ）を見ると、富山県の出荷総額のうち、

化学工業が１９.９％と第１位を占め、そのうち医薬品製造業が１５.２％であるこ

とが富山県の特徴である。

＜富山県の医薬品生産金額＞

令和元年の富山県の医薬品生産金額は、６,９３７億円。

平成１７年からの１４年間で２倍超に成長。

全国トップクラスの医薬品生産金額で、平成２７年・平成２８年は全国第１位。



- 2 -

平成１７年に旧薬事法の大きな改正があり、医薬品製造のアウトソーシングが

可能となった。このため、県内の医薬品製造会社は、積極的な設備投資を行い、

各製薬会社の受託製造を受けるようになり、その結果、右肩上がりに富山県の

医薬品生産金額は増加してきているところである。近年は、大手のバイオ医薬品

などの薬価の高い製造工場のあるところに負けているが、第４位あたりを維持し

ている。

＜薬都とやまを支える医薬品製造企業等＞

昔から、富山市内の中心部、東部の水橋地区、上市町・立山町を中心とした上

新川郡に製薬企業が集中している。近年では、八尾周辺の工業団地に工場が移っ

てきたところもある。薬事総合研究開発センターはやや西側の、射水市に位置し

ている。

医療用新薬としては、県内を代表する新薬メーカーが、リポソーム製剤の新工

場を建設しているほか、生産能力は世界最大規模の点眼剤の専門メーカーがある。

新剤形の医薬品としては、経皮吸収型製剤の有効性を立証し、消炎鎮痛剤のテ

ープ剤が好調である企業などがあるほか、ジェネリック・原薬を製造する企業と

しては、国内最大手のジェネリック医薬品専業メーカーなどがある。

医薬品生産拠点として１００を超える工場が集積し、薬都とやまを形成。また、

卸売業や運輸・倉庫業など医薬品関連産業も６３社集積しており、高い技術力

・高いＧＭＰ（医薬品の製造管理・品質管理の基準）へのコンプライアンス・関

連産業（容器包装、印刷、製剤機器等）の充実などにより、医薬品生産拠点とし

て高い評価を受けている。

＜「くすりのシリコンバレーＴＯＹＡＭＡ」創造コンソーシアム＞

平成３０年に設立し、内閣府の地方創生交付金により各種事業を行っている。

専門人材の育成と医薬品産業の振興を目的として、県内の２大学（富山大学・

富山県立大学）、富山県（薬総研）、富山県薬業連合会が連携して、世界水準の医

薬品の研究開発を推進したり、医薬品産業を支える高度専門人材の育成・確保を

しながら、「医薬品一兆円産業」の実現に向け、取り組んでいる。

薬事総合研究開発センターでは、コンソーシアムにおける研究事業化を目指し

た研究プロジェクトに参画。また、専門人材の育成として、県内大学が実施する

サマースクールに、研究員による講義やセンターでの実習により協力。創薬・製

薬研究の場の提供を行いながら、県内の製薬メーカーの研究・開発力の向上を狙

って、国内トップクラスの医薬品生産を目指している。
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研究プロジェクト

免疫調節医薬品の開発と有効性評価の確立

・経鼻投与ワクチンの実用化とウイルス感染の予防に向けた研究

（高齢者に有効なワクチンの開発）

・免疫代謝の調節による生活習慣病の予防研究

（イソリクイチゲニンと関連物質による糖尿病予防効果）

②富山県薬事総合研究開発センターについて

＜設置目的と主な業務内容等＞

設置目的 ・薬事に関する研究開発、試験、分析、技術指導

・医薬品などの品質、有効性及び安全性の確保を図り、県内の

薬業振興と県民の保健衛生の維持向上に資するための業務

主な業務内容 ・技術支援：技術相談、施設利用、依頼試験、共同研究

・研 究：創薬・育薬研究、製剤化研究、

医薬品等の分析法の開発・改良

・行 政：行政試験、医薬品等承認審査

平成３０年に機構改革し、現在、創薬研究開発センター、製剤開発支援センタ

ー及び薬用植物指導センターの３センター制となっている。

職員数２２名（会計年度任用職員含む）。

そのうち、事務・技術支援の職員を除いた研究員は１５名。

（薬剤師１２名、工学・理学系３名）

＜施設利用について＞

技術支援として、薬事総合研究開発センターには様々な機械を置いてあり、県

内企業が施設を利用しに来る。特に、製剤機器は、大学などに置いていないので、

様々な剤形の医薬品の試作に可能な機械を整備しており、これらを企業が試作品

をつくるために利用しに来る。

創薬研究開発センターを中心に、バイオ医薬品等の付加価値の高い製品の研究

開発に資する分析機器等を整備しているほか、細胞分析機器の利用や医薬品品質

管理に伴う機器の利用、貸出を行っている。
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２０２１年（令和３年度）の施設利用件数

・薬総研の施設利用状況 製剤機器 ５１１件

試験研究機器 ６１１件

開放試験室 ４７６件

・センター別内訳 製剤開発支援センター ７６９件

創薬研究開発センター ３５３件

平成２６年頃に製剤機器を大幅に更新したため、製剤機器について、大幅に利

用が増加していたが、令和元年～令和３年は新型コロナウイルス感染症の流行に

より、県外からの利用者の利用制限などにより、利用者が少し減少している。

試験研究機器については、ある程度の利用件数を保っており、近年、創薬研究

開発センターに機器を備えたため、最近は徐々に利用者が増加している。

＜県内医薬品業界・富山県内大学等との連携＞

薬事総合研究開発センターでは、県内医薬品業界との連携を大事にしている。

センターが事務局となっている「富山県薬事研究会」は、県内製薬メーカーを

主体とする技術者の団体であり、会員相互の技術の向上を図り、医薬品産業の振

興に寄与する目的で昭和３０年に設立された。

令和４年６月３０日現在で、会員数は９１名、６７社であり、薬事に関する講

演会や技術セミナーを開催したり、部会活動（製剤部会・分析部会・生物部会）

において、製薬メーカーが直面する課題に取り組んでおり、製薬技術力・規制対

応力の向上を支援している。

メーカーに限らず、人材育成への協力として、県内大学と連携している。

カリキュラムの一つとして、製剤学に関する講義や製剤実習（年間約２５回）

を行っている。

また、高校生・中学生を対象として、下記の事業を行っている。

「くすりの富山」エキスパート事業（H20～）

目的：富山県の医薬品産業を担う人材の育成・確保

対象：富山北部高校 くすり・バイオ科２年生（８０名）

滑川高校 薬業科３年生（４０名）

内容：製剤実習･･･造粒試験及び打錠の実習

分析実習･･･かぜ薬成分の機器分析
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薬剤師のお仕事体験学習（H2４～）

目的：「くすりの富山」を支える薬剤師の人材確保の裾野を広げるための

体験学習

対象：県内の中学生・高校生（R4：計４３名）

内容：製剤、分析実習を通じての製薬体験

＜主な研究事業＞

・医薬品の品質評価等に関する研究

・バイオ医薬品の品質評価等に関する研究

・飲み易さに重点をおいた製剤開発支援

・薬用植物の栽培振興、活用促進事業（富山シャクヤクのブランド化推進事業）

・天然物の免疫制御を活用した医薬品シーズの開発

・ワクチン用新規アジュバント開発のための基盤研究

＜センターの目指す方向性と今後の取組＞

「世界に注目される薬都とやま」の実現を目指して、産学官連携したコンソー

シアムの構築による確信的な医薬品の開発、バイオ技術・質量分析を駆使した医

薬品開発と診断への応用研究、高付加価値医薬品開発・医薬品送達の開発研究の

推進、機器等を活用した専門人材の育成に取り組んでいく。

＜質疑応答＞

Ｑ：最近、厚生労働省としては、後発医薬品の普及率を上げようとしているが、

後発医薬品の生産が追いついていないという現状があると聞く。富山県に

おける状況はどうか。

Ａ：薬局や病院で、医薬品が手に入らない状況があることは聞いている。

富山県をあげて、信頼回復に向けて、査察を厳しくするというのも一つの方

法であるが、製剤に関して、試作からスケールアップして実生産がうまくい

かないので不祥事が生じると聞いており、業界(富山県薬業連合会)が中心と

なって、製剤について実生産化に関するスケールアップの仕方の研修などを

行っていて、センターも支援しているところである。

また、薬品の分析に関しても、センターの試験官が中心となって、県内メー

カーの支援をしているところである。

富山県でも、安心・安全で、必要量生産することを最大目標にしてきたので、

たまたまＡ社において不祥事があり、我々も残念であるが、そこをどのよう

にカバーするかというのが研修等であり、県をあげて行っている。
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センターでは、むしろ技術的な問題などに対する支援体制の構築に最大の努

力を行っている。

Ｑ：富山県では、漢方として「シャクヤク」を使って様々なブランディング化を

行い、商品を開発している。

奈良県でも、現在、漢方メッカプロジェクトということで、「ヤマトトウキ」

を商品化しようと頑張っているところであるが、活路を見出せていない。

富山県には薬業の長い歴史がある中で、どのように「シャクヤク」をブラン

ディング化・商品化していったのか。

Ａ：センターは、様々な生薬のもととなる植物の資源保持・栽培を行ってきたが、

それだけでは駄目で、行政改革の対象に入りそうになったことがある。県内

メーカーが買ってくれるようなものをつくらないのであれば必要ないのでは

ないかというような意見が県内で出たと聞いている。当時、センターには６

４、２１０種類のシャクヤクが植わっていたが、その中で薬効が高くて、育

てやすくて、病気になりにくいものを選ぼうと、１２年間県から費用をいた

だいて、毎年テーマを決めてやってきた。そうした中で、約５年前に、「梵天」

に負けない品種を探そうということで、「春の粧」を代表にして、富山ブラン

ドシャクヤクを選んだ。

分析を行う者、栽培を行う者、薬効を調べる者、研究所員・センター一体と

なって一所懸命行い、十数年間の歴史でようやく今年の秋からメーカーに出

荷できるようなものができた。

Ｑ：トウキは育てたり、乾燥させたりするのに時間がかかり、なかなか大変で、

中国産の安価な物と闘っていくのは困難なところがあると思うが、どうか。

Ａ：富山県は夏の気温が高いこと、湿気が多いことで、品種改良も行ったがなか

なか難しい。農家はトウキに興味を持っていて、他の流通方法なども相談さ

れたが、とりあえずは「シャクヤク」を市場に出して、次に「トウキ」だと

考えている。

Ｑ：奈良県では工場の近代化が進んで、淘汰された会社もあると聞く。富山県で

も、工場の近代化によって淘汰され、業者数が減っている等の事例はあるか。

Ａ：平成１７年に薬事法が改正され、ＧＭＰ(医薬品適正製造基準)も厳しくなって

きた。そのため、小さな会社で生き残れずに、廃業した会社もあり、具体的

に製造業の数は減ってはいる。もっとも、いまだ家内工業のようなところも

残っている。

センターの役割としては、新薬をつくって、県内の産業を振興するという点
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も一つあるが、昔ながらの中小企業も薬事研究会の会員になっているので、

規制の改正などについて一緒に勉強して、法規制への対応に備えるなどして

おり、小さな企業も生き残っている。

Ｑ：人材育成について、現在連携している富山大学・富山県立大学以外の大学との

連携も今後考えているのか。

Ａ：県内大学で、薬学部・理工学部を設置している大学は２大学しかないので、今

のところ２大学に限定して行っている。高校については、薬業科がある県立

高校の卒業生はあまり大学進学をせずに、県内メーカーの製造・管理部門に

就職する方が多いと聞いており、就職ができるように実習を行っている。

また、大学が実施するサマースクールは県外大学の学生を呼んで、将来的に

県内企業に就職してもらいたいというのが第一目的である。カリキュラムの

中に県内企業の視察なども含まれている。

Ｑ：センターの運営費など、薬業振興の予算はいくらか。

Ａ：３センターの運営費は、職員の人件費を抜いて約１億円から１億３千万円であ

る。また、これとは別にコンソーシアムの研究費が別にある。
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２ 富山県社会福祉協議会

【調査目的】

ケアネット活動について

【調査概要】

富山県総合福祉会館（サンシップとやま）研修室にて、ケアネット活動について

概要説明を受け、質疑応答を行った。

＜概要説明＞

＜富山県の福祉事情＞

富山県の総人口 １，０３５千人

うち、６５歳以上人口（総人口に占める割合） ３４０千人（３２.６％）

高齢者単独世帯（高齢者世帯に占める単独世帯割合）

４６，２６７世帯（２６.６％）

要介護認定者数 ６４.８千人

（令和２年度データ）

富山県の人口は１９９８年にピーク（全国より６年速いペース）であり、６５

歳以上人口数は、現在ピークに向かっていく動向である。また、高齢者単独世帯

は、年々増加傾向である。

令和３年度に行った県政世論調査の結果によると、将来介護が必要になった場

合の希望は下記のとおりであり、課題として、「住み慣れた地域で利用できる福祉

サービスの整備、地域住民がお互いに支え合うネットワークづくりが必要」との

回答が上位にきている。

自宅での生活を希望 ５１.２％

グループホームなど小規模施設に入居希望 １９.３％

特別養護老人ホームなど大規模施設に入居希望 １０.７％
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＜住み慣れた地域での生活の実現に向けて＞

ケアネット活動実施のきっかけ

地域福祉の新しい役割として、既存のサービス・制度のみではなく、住民と協

働した支援が必要であるとして、これまでは高齢者福祉・障害者福祉・児童福祉

・生活困窮支援など分野や属性を基準に福祉施設やサービスを整備するなどして

いたが、現在は、地域での包括的支援と地域での支え合いの視点から、包括的支

援体制の整備、地域住民によるケアネット活動の推進、富山型デイ・訪問介護等

の在宅サービス・地域密着型を整備している。

（例）つながりづくりや福祉サービス利用への課題

・家族はいるが、日中独居で会話がない閉じこもりがちな高齢者

・福祉サービスに対して消極的な要支援者及びその家族

制度上の限界により解決できない福祉課題

・要介護認定で自立と判定された人の日常生活

・家族の支援が得られない、施設や病院から退所した人

新たな福祉課題

・８０５０問題、ひきこもり、ゴミ屋敷、ヤングケアラー

・心の不安（摂食障害、アルコール依存）、虐待（人、暴力・無視）

<ケアネット活動（ふれあいコミュニティ・ケアネット２１）とは>

地域には、健康や生活に不安のある方、介護・子育てに悩んでいる方、社会的

に孤立している方など、様々な生活のしづらさや自分たちだけでは対応が難しい

問題を抱え、日常生活でのちょっとした手助けが必要な方が多くなっている。

ケアネット活動は、小地域（おおむね小学校区）を単位として、そのような方

や世帯に対し、見守りや話し相手など身近な人たちでできる活動を通して住民相

互の支え合いをつくるとともに、医療、保健、福祉など生活を支える関係者との

ネットワークを構築し、だれもが人や社会とのつながりを持ちながら、安心して

生活できる地域づくりを進めようとする活動である（平成１５年から実施）。

活動 小地域を単位に地域住民が見守りやちょっとした生活支援を実施。

住民と専門職（機関）等による支え合うネットワークづくり
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活動の流れ ①地域の福祉課題や要支援世帯のニーズを把握

↓

②市町村ケアネットセンターへ連絡

↓

③要支援世帯を訪問し、状況把握

↓

④ケアネットチーム編成、支援・活動内容決定

↓

⑤ケアネット活動の開始

↓

⑥活動報告、継続的な支援

＜ケアネットチームとは＞

地域住民でチーム（３～５名程度）をつくり、支援が必要な方の生活上のニー

ズを把握し、その人がその人らしい生活を送れるよう日常生活を支援する。

福祉推進員、民生委員、町内会役員が中心となって構成。

活動内容は、声かけや見守り、話し相手をはじめ、ゴミ出しや買い物支援等、

困りごとの状況に応じて無理のない範囲での日常生活支援を行う。

対応が難しい事例の場合は、ケアネット活動コーディネーターが専門職（機関）

との調整を行い、ケアネットチームと専門職が連携して支援を行う。

＜ケアネット活動コーディネーター＞

１５市町村社会福祉協議会にケアネットセンターを設置。

各ケアネットセンターにケアネット活動コーディネーターが１名配置され、ケ

アネット活動に関する様々な相談に応じる。地域生活を送る上での様々なニーズ

にどう対応していくか住民と共に考え（ケアネット会議）、ケアネットチームを編

成して支援する。

支援が必要な方個々の困りごとや生活状況を把握し、ケアネットチームが活動

を行うためのサービスプログラムをつくる。

専門職（機関）とのネットワークにより、ニーズ把握や活動に必要な情報の共

有、役割分担等の連絡・調整を行う。
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＜ケアネット活動の活動状況＞

・個別支援サービス状況（令和３年度）

利用者の状況 高齢者のいる世帯 ９３.３％

（うち、一人暮らし ６６.４％、高齢者のみ ２０.４％）

・助成基準額

①ケアネット活動への支援

【ふれあい型】 ふれあいサロン開催 等

基準額 １地区３０万円（県補助 基準額の１/６）

【ケアネット型】 見守り、声かけ、ゴミ出し等の個別支援

基準額 １地区３０万円（県補助 基準額の１/３）

②ケアネットセンター（市町村社協）の運営助成

地区数により上限５００万円（県補助 基準額の１/２）

・ケアネット実施地区数・チーム数の推移

２６５地区数、３，２８４チーム数（令和３年度）

⇒県内全３０６地区であるので、実施率８６.６％

＜質疑応答＞

Ｑ：市町村社協に設置されているケアネット活動コーディネーターが１名という

のは少ない。地域で困っている方には複合的な問題があると思うが、各機関

との連携はとれているのか。

Ａ：ケアネット活動コーディネーターは、もともと社会福祉士が望ましいとしてい

たが、現在では社会福祉士に限定している。社会福祉士の資格を持つコーデ

ィネーターが必要に応じて各行政機関(生活困窮であれば生活保護のケースワ

ーカーなど)につなげている。それとは別に行政間同士の連携もある。

Ｑ：県はどのような財政的支援を行って、県社協、市町村社協はそれぞれなにをし

ているのか。

Ａ：県社協は県からの補助金を全額受けて、市町村社協に助成を行うという金銭

の部分と、市町村支援としてコーディネーターやコミュニティソーシャルワ

ーカーの研修会の実施などを行っている。市町村社協は、コーディネーター

の設置や地区に出向いての訪問活動、地区社協への助成を行っている。
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Ｑ：ケアネット活動は、国の重層的支援体制整備事業とほぼリンクしていると思わ

れる。県としては重層的な部分に関わるというより、市町村や地区が重層的

な部分を支えて地域と連携するという図式を奈良も考えているが、なかなか

その重層的な部分がかみ合わないという現状である。富山県ではどうか。

Ａ：重層的支援体制整備事業は市町村行政が主体となって市町村社協に一部委託す

るなどしており、ケアネット活動と重層的支援体制整備事業は重なる部分も

あるが、捉え方によっては別のものともいえるので、あえて違いを出してそ

れぞれ特色を出しながら実施している。

重なる部分について一体として行う方が、予算的にも人的にも合理化できる

のではないかという意見もあり、より良い方向に進むよう県とも話し合いを

行っているところである。

Ｑ：地域の担い手不足はどうか。

Ａ：中山間地など人がおらず担い手がいないという場合と、集合住宅など人口が

増えている地域でも自治会や地域活動への理解が少なく担い手がいない場合

の２種類ある。


